
空
き
家
は
、
次
の
項
目
を
目
安

に
、
定
期
的
な
管
理
を
行
い
健
全
に

維
持
し
ま
し
ょ
う
。

○
換
気
・
通
気

○
草
む
し
り
・
庭
木
の
剪
定

○
郵
便
物
の
整
理

○
建
物
傷
み
の
補
修

空
き
家
の
隣
近
所
に
お
住
ま
い
の

人
や
区
長
、
班
長
に
管
理
者
の
連
絡

先
を
伝
え
て
お
き
、
連
絡
が
取
れ
る

よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

空
き
家
の
売
却
や
賃
貸
を
検
討
し

て
い
る
場
合
は
、
不
動
産
業
者
な
ど

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

空
き
家
の
安
全
性
の
低
下
、
環
境

の
阻
害
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
へ

の
悪
影
響
な
ど
の
問
題
が
深
刻
化
す

る
前
に
、
自
主
的
に
解
体
す
る
場
合

の
解
体
費
用
の
一
部
を
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
住
宅

１
年
以
上
居
住
そ
の
他

の
利
用
実
績
が
な
い
個
人
所
有
の

１
戸
建
て
、
ま
た
は
併
用
(２
分

の
１
以
上
が
住
宅
)で
抵
当
権
な

ど
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
住
宅

※
物
置
な
ど
と
し
て
利
用
し
て
い
る

も
の
や
、
管
理
者
な
ど
が
同
一
敷

地
内
も
し
く
は
隣
接
地
に
居
住
し

て
い
る
も
の
は
対
象
外
で
す

対
象
者

次
の
①
か
ら
③
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
市
税
滞
納
が
な
い
人
。

①
空
き
家
の
所
有
者
②
所
有
者
の

相
続
人
③
所
有
者
、
ま
た
は
相
続

人
か
ら
同
意
を
得
た
人

対
象
工
事

建
設
業
法
の
許
可
、
ま

た
は
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
21
条

第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
事
業
者

が
請
け
負
う
、
空
き
家
の
全
部
を

解
体
す
る
工
事
で
着
手
し
て
い
な

い
も
の

補
助
額

20
万
円
を
限
度
に
補
助
対

象
経
費
の
３
分
の
１
以
内

※
空
き
家
の
建
築
日
が
昭
和
56
年
５

月
31
日
以
前
で
あ
っ
た
事
が
証
明

で
き
る
場
合
は
10
万
円
加
算

申
込
期
間

10
月
５
日
(金
)か
ら
予

算
に
到
達
す
る
ま
で

申
し
込
み

工
事
着
手
前
に
建
築
住

宅
課
建
築
指
導
係
へ

そ
の
他

詳
し
い
こ
と
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
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せ
ん
て
い

空
き
家
解
体
補
助
事
業

空
き
家
適
正
管
理
の
お
願
い

問
い
合
わ
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係
☎
内
線
４
２
１
７

放
置
さ
れ
近
隣
住
民
や
通
行
人
に
悪
影
響
を
与
え
る
空
き
家
が

増
え
て
い
ま
す
。
空
き
家
は
、
個
人
の
財
産
で
所
有
者
や
相
続
人
、

ま
た
は
管
理
者
に
責
任
が
あ
り
、
適
正
に
管
理
を
し
て
い
れ
ば
な

ん
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
空
き
家
が
原
因
で
被
害
が

発
生
し
た
場
合
、
所
有
者
や
管
理
者
に
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

森林に関するお知らせ

立木を伐採するときは

届け出が必要です

貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様

な機能を損なうだけでなく、さまざまな災害を引き起こすなど、

私たちの生活に多大な影響を及ぼします。森林法では、森林の立

木の伐採前に｢伐採及び伐採後の造林の届出書｣を市町村長へ提出

することを義務付けています。また、伐採後の造林が完了したと

きは、森林の状況報告が必要です(森林法第10条の８)。

届け出が必要な森林 地域森林計画の対象となっている森林

※保安林は除きます

届け出者 森林所有者

届け出期限 伐採を行う90日〜30日前

問い合わせ 農林課農林振興係☎内線３２３６へ

土地所有権移転などの

事前届出制度

群馬県水源地域保全条

例に基づき、森林の土地

所有権移転などが行われ

る場合には、事前に届け

出が必要です。

届け出対象 森林の土地

売買などを行う場合

届け出期限 契約締結予定日30日前

問い合わせ 利根沼田環境森林事務所☎　４

４８１、県林政課☎０２７(２２６)３２１

６へ

募
集
団
地

谷
地
端
第
２
団
地
(高

橋
場
町
２
１
１
４
ー

１
)

構
造

Ｒ
Ｃ
高
層
耐
火
６
階
建
(Ａ

棟
)／
Ｒ
Ｃ
高
層
耐
火
７
階
建
(Ｂ

棟
)

建
築
年
度

平
成
４
年
度
(Ａ
棟
)／

平
成
６
年
度
(Ｂ
棟
)

募
集
戸
数
と
部
屋
の
構
成

▼
２
Ｄ
Ｋ

１
戸
／
洋
間
約
７
帖
、

和
室
６
帖
、
Ｄ
Ｋ
、
浴
室
、
ト
イ

レ
(洋
式
)

▼
３
Ｄ
Ｋ

３
戸
／
洋
間
約
６
帖
、

和
室
６
帖
×
２
、
Ｄ
Ｋ
、
浴
室
、

ト
イ
レ
(洋
式
)

▼
４
Ｄ
Ｋ

１
戸
／
洋
間
約
５
帖
×

２
、
和
室
６
帖
×
２
、
Ｄ
Ｋ
、
浴

室
、
ト
イ
レ
(洋
式
)

家
賃

１
万
９
０
０
０
円
〜
４
万
４

０
０
円

入
居
可
能
予
定
日

12
月
上
旬

申
込
資
格

次
の
①
か
ら
④
全
て
に

該
当
す
る
人

①
申
込
者
の
他
に
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
い
る
(４
Ｄ
Ｋ
は
４

人
以
上
の
世
帯
に
限
る
)

②
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
申
込
者
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い

※
収
入
制
限
が
あ
り
ま
す

そ
の
他

▽
連
帯
保
証
人
１
人
(県
内
在
住
で

入
居
者
と
同
等
以
上
の
収
入
が
あ

る
人
)

▽
敷
金
３
カ
月
(入
居
時
の
家
賃
で

算
定
)

▽
駐
車
場
１
台
分
の
み
(月
額
３
０

０
０
円
)

▽
ペ
ッ
ト
不
可

▽
沼
田
北
小
学
校
、
沼
田
中
学
校
区

申
込
用
紙
の
配
布

申
込
用
紙
な
ど

は
、
建
築
住
宅
課
営
繕
住
宅
係
で

配
布
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
入
手
で
き
ま
す

申
し
込
み

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
、
10
月
17
日
(水
)ま
で
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で
に
直
接
建
築
住
宅
課
営
繕
住

宅
係
へ

※
申
し
込
み
が
募
集
戸
数
を
超
え
た

場
合
、
10
月
18
日
(木
)実
施
の
抽

選
で
入
居
者
を
決
定
し
ま
す

来年度の奨学生を募集します

奨学資金貸付制度

問い合わせ　学校教育課学校教育係☎内線３３２５

対象 市内居住世帯で高校、短大、大学などに進学予定、または在学中

の人

募集人員／貸与金額

▽高校など ５人程度／月額２万円以内

▽短大・大学 10人程度／月額５万円以内

返済方法 卒業後１年を経過した翌月から、貸与期間の２倍に相当する

期間内に月賦、または年賦により返済

申し込み 土・日曜日、祝日を除く、11月30日(金)までに学校教育課学

校教育係へ

農地の貸し借りは安心で適正な利用権設定で

問い合わせ　農業委員会事務局☎内線３２４１

農地の貸し借りは農地法(第３条許可)、または農業経営基盤強化促進

法(利用権設定)による手続きが必要です。許可などの手続きをしていな

い貸し借りは法律に違反します。

口頭などによる個人的な貸し借りは、時間の経過により状況が変化し

てしまうなど問題が起こることがあります。利用期間を決めて、互いが

安心して農地の貸し借りができる利用権設定をご利用ください。

利用権設定を行う場合は、10月末日までに農地利用最適化推進委員、

または農業委員に連絡してください。なお、今年中に設定期間が終了す

るものも、貸し借りを継続する場合は更新が必要です。

▲

▲

貸し手と借り手間で該当の農地につ

いて契約期間や賃借料などを決定

利用権設定用紙に記入・押印

農地利用最適化推進委員、または農

業委員へ届け出

市
営
住
宅
｢
谷
地
端
第
２
団
地
｣

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

問
い
合
せ
　
建
築
住
宅
課
営
繕
住
宅
係
☎
内
線
４
２
１
６


